
魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 　　　 【1枚目】

○ ○ ● ○

②

③

③

②

③

○

●

② 本立木補償本数 0 0

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など）

⑵地方債

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

成
果
指
標

362.80

電 話 番 号

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

森林の適切な維持管理を行うことにより、森林の有する多面的機能の発揮を図る。
林業・林産業の発展を図り、山村の振興に資するものである。

３．負担金・補助金 ４．市直営２．アウトソーシング 区 分記 入 者 氏 名 大家　敏志

活
動
指
標

受益者数

対
象

＊平成22年度の変更点

土地買収面積

対
象
指
標

①

手
段

終了年度 当面継続

森林所有者
受益森林

①

◆事業目的・概要（どのような事業か）

受益面積

実 施 方 法

豊富な森林資源に恵まれ、林野率の高い全国7地域の林業圏域において、林道網の中枢をなす基幹的林道として緑資源機構が整備を行うもの。
森林の適切な整備・管理を行うアクセス道路として緑資源の形成に資するとともに、林業を中心とする各種産業の振興等地域の総合的な発展に寄与し、国土の均衡ある発展を推進する上で
重要な役割を担っている。
魚津朝日区間では平成5年度から事業を開始している。
緑資源機構の解体に伴い、この事業は平成１９年度で廃止となるが、山のみち地域づくり交付金事業として、県の事業となる。

１．指定管理者代行

農林水産課

業務林政係

0765-23-1036

事業精算のため業務は行っていない。

事 業 期 間 係 名 等業務分類 ４．負担金・補助金開始年度 平成5年度

コード１ 03020100

予 算 書 の 事 業 名 2.山のみち地域づくり交付金事業

事 務 事 業 名 山のみち地域づくり交付金事業

部･課･係名等

部 名 等 産業建設部

課 名 等

22 21

事 業 コ ー ド 12122303

平成 年度 （平成

会計

予   算   科   目121223

一般会計

コード３ 001060302コード２政策体系上の位置付け

政策の柱 第１章　明日を築く活力あるまち

Ⅱ－２．林業（経営）

６．農林水産業費

１．生産基盤・経営基盤の強化・改善

款

２．林業振興費目

政 策 名

３．林業費

第２節 地域の特性を生かした農林水産業の振興

項施 策 名

296

計画

24年度

296 296

22年度 23年度

㎡

基 本 事 業 名 林道網の開設、改良整備の推進

296 296

実績

20年度 21年度

ha 597

単
位

人

597597 597 597

0 0 0

0 0

0 0

0

① 工事施工済延長 m 362.80 363.00 363.00 363.00

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

財
源
内
訳

0

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0⑴国・県支出金

林産物の輸送コスト削減や大型林業機械の導入による作業の効率化。
森林ボランティア活動などによる都市と山村の交流促進。
地域住民の生活道。
災害時の避難路・迂回路。

0

Ａ．予算（決算）額(⑴～⑷の合計）

000

00

0

0

0

0⑶その他（使用料・手数料等）

(千円) 0

⑷一般財源

(千円)

0 0飛越山地緑資源幹線林道は、飛越山地における道路網の空白部を補完し、林業を中心とした山村の地域振興の基幹となる林道として計画され、昭和49年
度に農林水産大臣から事業計画の認可を受けて実施している。
岐阜県関ヶ原町を起点として、総延長585km(うち公道利用区間273km)、15市町村を通過する計画であり、魚津・朝日区間は平成5年度に着工している。

45

45

45

45

②事務事業の年間所要時間

①事務事業に携わる正規職員数 (人)

(時間)

(千円)

45

2

2,196

45

45(千円)

2,196 45

(千円)

(千円)

80 80132 80 80

4,205

22 2 2

336

381 381 381

336

4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価

木材価格の低迷
国の財政状況の悪化
森林の環境面でのニーズの増加

（円＠時間)

336

381

336

4,2054,205

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 555

4,205

なし
把握している

把握していない

2,751事務事業に係る総費用（Å+B）

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質などを記入)

県内の整備率は２７％

変更なし

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

＜平成21年度の主な活動内容＞
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● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴　評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

二次評価の要否

不要

本事業としては緑資源機構の解体により、朝日・大山線の受益者賦課金の支払いのみとなった。県事業として引き
継がれたが事業促進に向け県へ要望していく必要がある。

★経営戦略会議評価（二次評価）

年度

★課長総括評価(一次評価）

【必要性の評価】

○

○

○

○

○

○

成果向上の余地あり

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

直結度大
説
明

森林施業の効率化を図るためには、高性能かつ大型の林業機械を導入することが有効である。
当該林道の整備により、朝日・魚津区間が受益対象とする3800haの森林で、森林施業の機械化の推進、低コスト化
が期待できる。

●

全
国
的
高
い

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

民
間
不
可

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

（平成平成 22

【目的妥当性の評価】

21

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

説
明● 平均

今後、どういう方針になるか未定である。

【公平性の評価】

なし

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

説
明

土地の補償単価は緑資源機構により定められており、事業費の削減余地なし。
受益者賦課金についても同様。

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

なし
説
明

用地等の補償交渉には、時間と手間がどうしても必要である。

受益者賦課金については緑資源機構において定められており、適正化の余地なし。特定受益者あ
り・負担なし

適正化の余地なし

説
明

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

あり
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。

朝日・魚津区間は全体計画32.9kmのうち、平成17年度末で約4.8kmが完成している。
今後、事業の進捗により、林業の作業効率化が図られ、山村の発展、交流の促進が期待できる。

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

【効率性の評価】

目的廃止又は再設定の余地あり

●② 有効性

○

① 目的妥当性

○ 適切

●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

適切

ニ
ー
ズ
急
上
昇

○

なし

○

根拠法令等を記入
分収造林契約書第8条

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

●

○廃止

○

●

コストの方向性

向上

次年度
（平成23
年度） 維持

成果の方向性各種産業の発展にも、完成するまで継続する必要がある

中･長期的
（３～５
年間）

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか）

緑資源機構の閉鎖に伴い、山のみち地域づくり交付金事業として、県の事業となる。

○

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

コスト削減の余地あり③ 効率性

○

終了○ ○

実
施
予
定
時
期

コストと成果の方向性

○

【有効性の評価】

★　評価結果の総括と今後の方向性

適切④ 公平性

大

●

法令などにより市による実施が義務付けられている

○

11．事務事業実施の緊急性

説
明

● 適切 ○４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

平
均

年度

受益者負担の適正化の余地あり●

⑵　今後の事務事業の方向性

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

○
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 　　　 【1枚目】

○ ○ ● ○

②

③

③

②

③

●

○

実 施 方 法

豊富な森林資源に恵まれた林業圏域において、林道網の中枢をなす基幹的林道として富山県が整備を行う林道事業に関する地元調整及び市負担金の支払いを行うものである。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1037

三井　　修

課 名 等 農林水産課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 5.県営林道事業

開始年度 平成元年以前 終了年度事 業 期 間 平成24年度

コード１ 03020400

事 務 事 業 名 県営林道事業

事 業 コ ー ド 12122201

部 名 等 産業建設部

平成 年度 （平成

部･課･係名等

22 21

121223

一般会計政策の柱 第１章　明日を築く活力あるまち 会計

予算科目 コード３ 001060301コード２政策体系上の位置付け

記 入 者 氏 名

業務分類 ４．負担金・補助金

１．林業総務費

農林整備係

３．負担金・補助金 ４．市直営

政 策 名

３．林業費

第２節 地域の特性を生かした農林水産業の振興

項

基 本 事 業 名 林道網の開設、改良整備の推進

款

計画

６．農林水産業費

区 分 Ⅱ－２．林業（経営）

施 策 名 １．生産基盤・経営基盤の強化・改善

目

24年度

単
位 20年度 21年度 22年度

実績

23年度

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

県営林道事業
① 計画路線延長 ㎞ 22 22 22 22 22

➡
活
動
指
標

整備済み路線延長 ㎞①

②

12 13 13 1414

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

① 事業進捗率 ％ 63.93 63.9354.79 59.36 59.36

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

林産物の輸送コスト削減や大型林業機械の導入による作業の効率化。
森林ボランティア活動などによる都市と山村の交流促進。
地域住民の生活道。
災害時の避難路・迂回路。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

16,200 28,800

0

24,700 24,700 24,700

0

27,500

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 0

(千円) 27,500

0

⑷一般財源 3,270 3,200 2,800 2,800 2,800

(千円)

19,470 32,000 27,500

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 2

富山県が林道を整備していく上で、地元市町村に一部負担を求めてきたもの。 (千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 20,235

(千円)

②事務事業の年間所要時間 (時間) 182

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 765

2

200 200 200 200

2 2 2

841 841 841 841

32,841 28,341 28,341 28,341

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,205 4,205

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

対
象

林道工事に伴う土地所有者の調査、境界立会
負担金の支払い事務

＊平成22年度の変更点

なし

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成21年度の主な活動内容＞

◆事業概要（どのような事業か）

県営林道の円滑な整備を推進する。

他自治体も富山県の定める率により負担している。なし
把握している

把握していない

国内産木材価格の低迷
国の財政状況の悪化
森林が持つ多面性に対する市民ニーズの高まり
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● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴　評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

二次評価の要否

不要

県営林道の整備は、地元市町村の要望により実施されている事業であり、本市の豊富な森林資源の活用や森林の多
面的機能に対する市民ニーズの高まりに対応するためにも継続して事業を行う必要がある。

説
明● 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

★課長総括評価(一次評価）

●

【必要性の評価】

平成 22 年度

【目的妥当性の評価】

（平成 21

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

県営林道は既設林道や作業道を連結する基幹林道として整備されており、広義の受益者として魚津市が全額負担してい
る。

平成19年度制定の富山県森と緑の森づくり税の活用により、地元市町村負担の軽減が望まれる。

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

全
国
的
高
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

豊富な森林資源の活用や森林の有する多面的機能の発揮を図るためにも、基盤施設である県営林道の整備は不可欠
である。

●

○

○

○

○

なし
説
明

成果向上の余地なし。

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

ニ
ー
ズ
急
上
昇

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★　評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

●

○

② 有効性

適切

○

適切 ○

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり④ 公平性

終了 ○ ○廃止

●

○

⑵　今後の事務事業の方向性

● 適切

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

山林所有者の高齢化や山村の過疎化が進み、山林所有者の調査が年々困難な状況であり、人件費削減の余地はなく、む
しろ増加する傾向にある。

なし

【効率性の評価】

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

○

○

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

負担率が定められており、事業費の削減はできない。
次年度
（平成23
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

③ 効率性 ●

年度

平
均

大

なし

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。

●

○
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 　　　 【1枚目】

○ ○ ○ ●

②

③

③

②

③

○

●

二酸化炭素削減や地球温暖化防止など、森林の持つ多面的な機能が見直され、森林整備の重要性が増している。

◆事業概要（どのような事業か）

・林道が安全に通行できる。
・林道の維持管理労力が軽減される。

未調査のため毎年、地元から整備に対する要望が提出される。
把握している

把握していない

対
象

路面改良２路線について工事を実施。

＊平成22年度の変更点

路肩改良４路線及び、路面改良１路線について工事を実施予定

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成21年度の主な活動内容＞

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,205 4,205

13,403 9,494 9,028 9,028

3,028 3,028 3,028 3,028

4

720 720 720 720

4 4 4

②事務事業の年間所要時間 (時間) 712

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 2,994

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 8,994

(千円)

6,000 10,375 6,000

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 3

林業従事者の高齢化、担い手不足など林業経営が悪化しているなか、維持管理労力の軽減を図り、林業生産活動の効率化を図るため。 (千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

60

⑷一般財源 2,940 5,084 3,304 2,940 2,940

(千円)

0

3,000

6,000

⑶その他(使用料・手数料等) 62 6060 104

(千円) 6,466

0 0

3,000

0 0

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

効率的・計画的な森林施業が進められ、林業経営の高度化が図られる。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 3,000 5,187 3,100

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

18.18 16.67 41.67 41.67① 改良等の実施率 ％ 41.67

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

52 2 5 5

➡
活
動
指
標

改良等が実施された路線数 路線①

②

12 12 12 12① 改良等要望路線数 路線 11

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

改良、舗装などが必要な林道。

24年度

単
位 20年度 21年度 22年度

実績

23年度

基 本 事 業 名 林道網の開設、改良整備の推進

款

計画

６．農林水産業費

区 分 Ⅱ－２．林業（経営）

施 策 名 １．生産基盤・経営基盤の強化・改善

目

政 策 名

３．林業費

第２節 地域の特性を生かした農林水産業の振興

項

記 入 者 氏 名

業務分類 ３．建設事業

２．林業振興費

農林整備係

３．負担金・補助金 ４．市直営

121223

一般会計政策の柱 第１章　明日を築く活力あるまち 会計

予算科目 コード３ 001060302コード２政策体系上の位置付け

平成 年度 （平成

部･課･係名等

22 21

コード１ 03020400

事 務 事 業 名 県単独林業基盤整備事業

事 業 コ ー ド 12122304

部 名 等 産業建設部

課 名 等 農林水産課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 3.県単独林業基盤整備事業

開始年度 平成元年度以前 終了年度事 業 期 間 当面継続

実 施 方 法

林道の安全な通行の確保及び維持管理労力の軽減を図る。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1037

小堀　啓
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 　　　 【2枚目】
　　　　　　　　　

● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴　評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

な
し

大

当面は継続実施。

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連帯することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。

●

○

③ 効率性 ●

年度

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

手段は適切であり削減の余地なし。
次年度
（平成23
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

○

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

○

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

必要最小限の人数で行っているため、削減の余地なし。

他路線との調整を取りながら、事業規模に応じた事業メニュー（補助事業）にて実施す
ることも想定される。

【効率性の評価】

④ 公平性

終了 ○ ○廃止

●

○

⑵　今後の事務事業の方向性

● 適切

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり

適切

○

適切 ○ 成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

●

② 有効性

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

低
い
が
､
影
響
大

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★　評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

○

○

なし
説
明

成果向上の余地なし。

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

●

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

豊富な森林資源の活用や森林の持つ他面的機能を発揮するためにも、林業基盤施設である林道の改良等は不可欠で
ある。

●

○

○

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

比
較
的
高
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者あ
り・負担あり

適正化の余地なし

説
明

受益者が山林所有者や山村地区に限定されるために負担は必要である。負担率も妥当である。

県内他市の状況を把握していない。

（平成 21

【必要性の評価】

平成 22 年度

【目的妥当性の評価】

★課長総括評価(一次評価）

○

説
明○ 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

二次評価の要否

【選択】

林業の基盤施設である林道の改良等は、林業振興はもとより多様な機能を持つ森林を守るためにも不可欠なものと
考える。要望も多く今後一層重要性が増すものと考える。

6/10



魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 　　　 【1枚目】

○ ○ ○ ●

②

③

③

②

③

○

●

実 施 方 法

林道の安全な通行の確保及び維持管理労力の軽減を図る。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1037

小堀　啓

課 名 等 農林水産課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 4.市単独林道事業

開始年度 平成元年度以前 終了年度事 業 期 間 当面継続

コード１ 03020400

事 務 事 業 名 市単独林道事業

事 業 コ ー ド 12122305

部 名 等 産業建設部

平成 年度 （平成

部･課･係名等

22 21

121223

一般会計政策の柱 第１章　明日を築く活力あるまち 会計

予算科目 コード３ 001060302コード２政策体系上の位置付け

記 入 者 氏 名

業務分類 ３．建設事業

２．林業振興費

農林整備係

３．負担金・補助金 ４．市直営

政 策 名

３．林業費

第２節 地域の特性を生かした農林水産業の振興

項

基 本 事 業 名 林道網の開設、改良整備の推進

款

計画

６．農林水産業費

区 分 Ⅱ－２．林業（経営）

施 策 名 １．生産基盤・経営基盤の強化・改善

目

24年度

単
位 20年度 21年度 22年度

実績

23年度

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

小規模な改良や修繕・補修が必要な林道。
① 小規模な改良等要望路線数 路線 3 3 4 4 4

➡
活
動
指
標

小規模な改良等が実施された路線数 路線①

②

2 1 3 33

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

① 小規模な改良等の実施率 ％ 75.00 75.0066.67 33.33 75.00

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

森林施業の効率化を進めると共に、林業経営の高度化が図られる。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

0 0

0

0 0 0

0

1,500

⑶その他(使用料・手数料等) 90 90125 68

(千円) 1,500

90

⑷一般財源 1,272 691 1,410 1,410 1,410

(千円)

1,397 759 1,500

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 3

林業従事者の高齢化、担い手不足など林業経営が悪化しているなか、維持管理労力の軽減を図り、林業生産活動の効率化を図るため。 (千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 2,465

(千円)

②事務事業の年間所要時間 (時間) 254

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 1,068

3

200 200 200 200

3 3 3

841 841 841 841

1,600 2,341 2,341 2,341

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,205 4,205

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

対
象

路面改良１路線について工事を実施。

＊平成22年度の変更点

路面改良３路線について工事を実施。

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成21年度の主な活動内容＞

◆事業概要（どのような事業か）

・林道が安全に通行できる。
・林道の維持管理労力が軽減される。

未調査のため毎年、地元から整備に対する要望が提出される。
把握している

把握していない

二酸化炭素削減や地球温暖化防止など、森林の持つ多面的な機能が見直され、森林整備の重要性が増している。
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 　　　 【2枚目】
　　　　　　　　　

● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴　評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

二次評価の要否

【選択】

林業の基盤施設である林道の改良等は、林業振興はもとより多様な機能を持つ森林を守るためにも不可欠なものと
考える。要望も多く今後一層重要性が増すものと考える。

説
明○ 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

★課長総括評価(一次評価）

○

【必要性の評価】

平成 22 年度

【目的妥当性の評価】

（平成 21

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者あ
り・負担あり

適正化の余地なし

説
明

受益者が山林所有者や山村地区に限定される為に負担は必要である。負担率も妥当である。

県内他市の状況を把握していない。

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

一
部
に
あ
る

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

豊富な森林資源の活用や森林の持つ他面的機能を発揮するためにも、林業基盤施設である林道の改良等は不可欠である。

●

●

○

○

○

なし
説
明

成果向上の余地なし。

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

低
い
が
､
影
響
大

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★　評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

●

② 有効性

適切

○

適切 ○

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり④ 公平性

終了 ○ ○廃止

●

○

⑵　今後の事務事業の方向性

● 適切

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

必要最小減の人数で行なっているため、削減の余地なし。

他路線との調整を取りながら、事業規模に応じた事業メニュー（補助事業等）にて実施することも
想定される。

【効率性の評価】

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

○

○

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

手段は適切であり削減の余地なし。
次年度
（平成23
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

③ 効率性 ●

年度

な
し

大

当面は継続実施。

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。

●

○
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○ ○ ○ ●

②

③

③

②

③

●

○

実 施 方 法

既設林道について輸送力の向上及び安全確保を図るとともに、自然環境の保全などの社会要請に対応するため、局部的構造の改良等を実施する。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1037

小堀　啓

課 名 等 農林水産課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 8.団体営林道事業

開始年度 平成21年度 終了年度事 業 期 間 平成21年度

コード１ 03020400

事 務 事 業 名 団体営林道事業

事 業 コ ー ド 12122307

部 名 等 産業建設部

平成 年度 （平成

部･課･係名等

22 21

121223

一般会計政策の柱 第１章　明日を築く活力あるまち 会計

予算科目 コード３ 001060302コード２政策体系上の位置付け

記 入 者 氏 名

業務分類 ３．建設事業

２．林業振興費

農林整備係

３．負担金・補助金 ４．市直営

政 策 名

３．林業費

第２節 地域の特性を生かした農林水産業の振興

項

基 本 事 業 名 林道網の開設、改良整備の推進

款

計画

６．農林水産業費

区 分 Ⅱ－２．林業（経営）

施 策 名 １．生産基盤・経営基盤の強化・改善

目

24年度

単
位 20年度 21年度 22年度

実績

23年度

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

改良等が必要な林道
① 改良等要望路線数 路線 1

➡
活
動
指
標

改良等が実施された路線数 路線①

②

1

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

① 改良等の実施率 ％ 100.00

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

効率的・計画的な森林施業が進められ、林業経営の高度化が図られる。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 13,454

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

0

⑶その他(使用料・手数料等)

(千円) 0

⑷一般財源 5,766

(千円)

0 19,220 0

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人)

県で補助制度制定(平成17年度） (千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 0

(千円)

②事務事業の年間所要時間 (時間)

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 0

460

3

1,934 0 0 0

21,154 0 0 0

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,205 4,205

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

対
象

法面保全工事を実施

＊平成22年度の変更点

予定なし

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成21年度の主な活動内容＞

◆事業概要（どのような事業か）

・林道が安全に通行できる。
・林道の維持管理労力が軽減される。

県補助事業地元から整備に対する要望が提出される。
把握している

把握していない

二酸化炭素削減や地球温暖化防止など、森林の持つ多面的な機能が見直され、森林整備の重要性が増している。
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● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴　評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

二次評価の要否

【選択】

21年度は別又僧ヶ岳線の崩落した法面の改修工事を実施した。林道を守り安全な通行を確保するためにも必要な事
業である。

説
明● 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

★課長総括評価(一次評価）

○

【必要性の評価】

平成 22 年度

【目的妥当性の評価】

（平成 21

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

富山県団体営林道事業道整備交付金交付要綱に定められている。

富山県団体営林道事業道整備交付金交付要綱に定められている。

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

一
部
に
あ
る

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

豊富な森林資源の活用や森林の有する多面的機能の発揮を図るためにも、団体営林道の整備は不可欠である。

●

●

○

○

○

なし
説
明

成果向上の余地なし。

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

低
い
が
､
影
響
大

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★　評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

●

② 有効性

適切

○

適切 ○

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり④ 公平性

終了 ○ ●廃止

○

○

⑵　今後の事務事業の方向性

● 適切

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

必要最小限の人数で行っているため、削減の余地なし。

予定なし

【効率性の評価】

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

○

平成22年度

○

休止

⇒⇒⇒⇒⇒⇒

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

手段は適切であり削減の余地なし。
次年度
（平成23
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

③ 効率性 ●

年度

平
均

大

予定なし

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連帯することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。

●

○
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